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◎投票できる方
　平成20年１月26日以前に生まれ、令和７年10月17日までに住民
登録または転入手続きを済ませ、引続き本市に居住している選挙
権のある方。
◎市外へ転出した方
　投票日(期日前投票を含む)までに貝塚市から他の市町村へ転出
した方は投票できません。
◎投票所
　投票所入場整理券の「投票所」欄に記載されている場所です。
　12月25日までに市内で転居し、転居届の手続きを済ました方は
転居後の投票所で投票できます。12月26日以降に届出した方は転
居前の投票所で投票してください。
◎期日前投票
　仕事や旅行などの予定がある場合は、期日前投票ができます。
投票所入場整理券の「期日前投票宣誓書」欄へ事前に記入し、ご
持参ください。
日時　１月19日(月)～24日(土)午前８時30分～午後８時
場所　市役所１階エントランスホール・山手地区公民館１階ロ
ビー・まちの駅かいづか
※住所に関係なく、いずれの投票所でも投票できます。
◎開票
日時・場所　１月25日(日)午後９時から総合体育館
　開票速報は、午後10時から30分おきに、市ホームページでお知
らせします。
◎選挙公報　
　１月19日(月)から投票日前日までに全戸配布し
ます。市ホームページでもご覧いただけます。
※不在者投票や点字版・朗読テープの選挙のお知
らせなどについては、お問合せください。

問合せ先　選挙管理委員会☎072－433－7444

 １月は、空気が乾燥し強い風が吹く季節です。また火を使う
機会が増えるため火災に対する注意がより一層必要となります。
 令和７年２月に発生した岩手県大船渡市の大規模な山火事は、
一気に燃え広がり、山林だけでなく住宅などにも甚大な被害が
出ました。
　この山火事をうけ、火災予防条例を改正しました。気象条件
により林野火災に関する注意報・警報が発令されます。
＜主な改正点＞
◆おおむね阪和自動車道から山手の区域に火の使用制限がかか
ります。
◆火災警報に、林野火災の予防を目的とした火災に関するもの
も含まれました。
◆この警報が発令された場合、対象区域で、山林などに火を放
たない、屋外で火遊びやたき火をしないなど、火の使用を制限
することがあります。

　火災を防ぐために火の取扱いには十分注意しましょう。

山火事の防止

問合せ先　消防本部☎072－422－0119
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